
感 企 第 ４ １ ０ ３ 号 

令 和 ４ 年 １ 月 １ １ 日 

 

高齢者施設等管理者・施設長 様 

 

大 阪 府 健 康 医 療 部 長 

 

 

高齢者施設等の従事者への「定期ＰＣＲ検査」の再開について 

 

 

日頃より大阪府政の推進にご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

標記については、基本的対処方針の変更やワクチン接種の進捗による感染・重症化リスクの

減少等を考慮し、昨年１１月末で休止していたところですが、府内の感染状況は１２月中旬に

感染拡大に転じて以降、感染が急拡大中であり、本年１月８日から「大阪モデル」のステージは

警戒（黄色信号点灯）へ移行したところです。それに伴い、標記事業につきましても下記のとお

り再開することといたしました。 

貴施設におかれましても、新型コロナウイルスの感染防止対策に万全を期しておられること

と存じますが、高齢者は重症化・死亡リスクが高く、とりわけ従事者に対する検査が重要である

という有識者の指摘もございますので、無症状の感染者を原因とするクラスター発生を未然に

防止する観点から、積極的にお申し込みくださいますようお願いいたします。 

なお、これまでに定期ＰＣＲ検査を実施いただいている場合も、改めてＷＥＢページからお

申込みください。検査の申込み前に、必ず、貴施設の従事者のみなさまから受検に対する同意を

得た上で、施設単位でお申込みいただきますようお願いいたします。 

また、定期ＰＣＲ検査に関するお問い合わせは、引き続き相談窓口で承りますので、不明な点

等がございましたらご連絡ください。 

 

記 

 

【定期ＰＣＲ検査に関するホームページ（検査の申込みＷＥＢページ）】 

「高齢者施設等従事者定期ＰＣＲ検査について」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html 

   ※休止前にＰＣＲ検査を受検していただいていた施設におかれましても改めて 

ＷＥＢページからの申込みが必要です。 

 

【定期ＰＣＲ検査に関する相談窓口】 

開設時間 ： ９時～１８時（土日・祝日を含む）  

電話番号 ： ０６－７１６６－９９８８ 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html


【検査対象】 

大阪府保健所管内の地域（大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝   

屋川市、吹田市を除く大阪府内の市町村）に所在する次の施設等（同意の得られた施設）の 

従事者（常勤、非常勤を問わず） 

 

・高齢者施設等： 

＜入所施設＞ 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医 

療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホー 

ム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 

＜通所系介護事業所（短期入所系含む）＞ 

通所介護（地域密着型通所介護含む）、通所リハビリテーション、認知症対応型 

通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅 

介護）、短期入所生活介護、短期入所療養介護 

 

【実施期間】 

令和４年１月１３日１０時（申込受付開始）から当面の間 

     

【検査方法及び検査頻度】 

検査方法 ： 唾液によるＰＣＲ検査 

検査頻度 ： ２週間に１回 

 

【留意事項】 

  ・定期ＰＣＲ検査の申込方法やその後の流れについては、上記ホームページに記載してお   

りますので、事前に必ずご確認ください。 

  ・定期ＰＣＲ検査は、症状がない従事者が対象となります。 

  ・ご自身で唾液採取ができない方や、すでに症状があり受診が必要な方は、かかりつけ医ま 

たは診療・検査医療機関、新型コロナ受診相談センターにご相談ください。 

・施設単位でお申し込みいただきますので、必ず受検者本人の同意（検査申込とそれに伴 

う個人情報の提供について）を得てください。 

  ・定期ＰＣＲ検査に申し込みをする時点で、施設内にて陽性者が発生している場合、また保 

健所が介入している場合は定期ＰＣＲ検査の対象外となります。 

  ・定期ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明した場合は、保健所担当者の指示に従ってください。 

 

【添付資料】 

・高齢者施設等の従事者への定期ＰＣＲ検査のフロー 

【お問い合わせ先】 

定期ＰＣＲ検査に関する相談窓口 

TEL：０６－７１６６－９９８８ 

開設時間：午前9時～午後6時（土日祝も対応） 


